
Infomation お知らせ

特定計量器(はかり)の定期検査を行います

問�地域支援課☎ 0823-43-1637
　広島県では電力使用量やCO2削減
の推進のため、LED照明器具購入応援
キャンペーンを実施しています。対象
店舗で、対象のLED照明器具を購入す
ると、購入金額の最大1/2(上限１万
円分)のキャッシュレスポイントなど
を受け取ることができます。期間は令
和７年１月１９日までです。詳しくは、
キャンペーン事務局にお問い合わせい
ただくか、次のＱＲコード
からホームぺージを確認し
てください。
お客様向けコールセンター
050-5526-9790（受付時間10～ 18時）

LED照明器具購入応援キャ
ンペーンをご利用ください

広島弁護士会の無料法律相談
問�総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　10月 10日㈭午後１時～４時
場�所　沖美ふれあいセンター（沖美町美能）
人数　５人（１人 30�分）
10月１日㈫から総務課で受け付け。

問�交流観光課☎ 0823-43-1632
　県は、10月１日㈫から８日㈫に、特定計量器の定期検査を行う予定です。
　計量器(はかり)を商取引(量り売りや出荷など)や証明（体重測定の結果が健康診断に示さ
れるなど）のために使用している場合は、計量法で定められた定期検査を受けることが義
務付けられていますので、最寄りの会場で必ず検査を受けてください。

※検査対象は商店や工場、病院、薬局などで使用している計量器です。
※県に登録している計量士の検査を受けて、その旨を県に届け出ている場合は、検査免除。
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10 月１日㈫ 10：30～ 12：00 切串交流プラザ
13：30～ 15：00 宮ノ原交流プラザ

10月２日㈬ 10：30～ 15：00 大須消防屯所

10月３日㈭ 10：00～ 12：30 JAひろしま�三高店
13：30～ 15：00 津久茂出張所

10月４日㈮ 10：30～ 15：00 江田島市民センター
10月７日㈪ 10：30～ 15：00 能美市民センター（屯所隣）
10月８日㈫ 10：30～ 15：00 JAひろしま�大古店

▲江田島市HP

問�農業委員会事務局☎ 0823-43-1645
　耕作を目的に、農地の所有権移転や賃貸借、使用貸借権など使用・収益を目的とする
権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。許可にあたっては、権利を取得
する人の耕作面積が、下限面積（10a=1,000㎡）を上回る必要がありましたが、農地
法の一部改正に伴い令和５年４月１日から下限面積要件が廃止されました。
　なお、農地の権利移動に必要な以下の要件は、引き続き適用されます。申請にあたっ
ては、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
・�申請農地を含め、所有する農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作するこ
と（全部効率利用要件）

・�申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること（農作業常時従事要件）
・�申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと（地域との調和要件）

農地を取得する際のお知らせ

1515

問�総務課☎ 0823-43-1111 ㈹
市民の皆さん (スマホ初心者 )を対象とした教室を開催します。
電話でお申し込みください。

問�交流観光課☎0823-43-1632
　第５回出張ハローワークは、市内企業による企業説明会を初開催！
　参加企業から業務の説明を聞けるほか、企業の担当者から直接お話を
聞ける個別相談会を実施します！ハローワークとの相談も可能です。ハ
ローワークを利用されたことがない方も、その場で求職登録してすぐ
に相談いただけます。

日時　10 月 15日㈫　午後１時 30分～３時 30分
場所　大柿市民センター
対象者　江田島市で働きたい方、仕事を探されている方
申込期限　10 月 10日㈭
　※当日参加も可能ですが、企業個別面談会は事前申込が優先されます。
申込・問合せ先
　ハローワークくれ職業相談部門
　☎ 0823-25-8609(41# または 42#)

内容　LINEやキャッシュレス決済(〇〇Pay)の操作を体験できます。
定員（先着順）20 人（最小開催人数 10人）
申込方法　総務課に電話で申し込んでください。☎ 0823-43-1111 ㈹

江田島市無料スマホ教室を開催します募集

出張ハローワーク�in�江田島市

月日 時間 教室の内容 場所

10/7㈪ 14：00～16：00 LINE&キャッシュレス決済体
験（貸出機使用）

江田島
保健

センター

広告

消費生活相談ファイル消費生活相談ファイル
問 消費生活相談窓口専用ダイヤル☎0823-43-1843

☑最終確認画面
　チェックリスト
□��定期購入が条件になっ
ていませんか？

□���継続期間や購入回数が決められていませんか？
□�支払い総額はいくらですか？
□�解約の際の連絡手段を確認しましたか？
□��「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」

など、返品特約や解約条件を確認しましたか？
□�お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか？
☆��申込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで

確認しましょう。
☆��注文直後に表示された「割引クーポン」等の利用時にも再

確認しましょう。
☆�最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

●��低価格を強調する広告を見て、１回だ
けもしくは単品のつもりで注文したら
「定期購入」だったという相談が多
く寄せられています。特にインター
ネット通販では、申込み前に必ず最終
画面で上記を確認しましょう。

●��特定商取引では、サイトの最終確認画面で、価格や申込み
の解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けて
います。これがなされていなかったり、誤認するような表
示の場合等は、申込みを取り消せる場合があります。

◆ひとりで悩まず、まず相談を！
　消費生活相談窓口専用ダイヤル　☎0823-43-1
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い
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や
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◆消費生活相談員による相談受付　毎週月～金曜日
　午前9時～正午・午後1時～4時(祝日・年末年始除く)

その申し込み、その申し込み、
定期購入定期購入ではでは
ありませんか？ありませんか？

広告

広告

参加企業　（有）宇根鉄工所、（福）誠心福祉会、（株）藤三

広報えたじま　令和６年10月 広報えたじま　令和６年10月 14141515


